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１ はじめに 

公共工事の品質確保を目的として、平成17年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

（以下、「品確法」という。）が施行されました。品確法では、公共工事の品質は、「経済性に配

慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされる

ことにより、確保されなければならない」と規定しており、「総合評価落札方式」の適用を掲げて

います。 

また、平成18年12月18日の全国知事会で採択された「都道府県の公共調達改革に関する指針

（緊急報告）」では、不祥事阻止のほか談合を防止する入札制度改革等を目指し、平成19年度から

「一般競争入札の拡大」、「電子入札の拡大」、「総合評価方式の拡充」などによる入札制度の改革を

行うこととしており、本府でも、これを受け、「一般競争入札と電子入札の完全実施」、「総合評価

落札方式の充実」などに取り組んでいます。 

この取組方針は、公共建築室における総合評価落札方式にかかる当該年度の入札契約業務の基本

的な方針をまとめたものです。 

 

 

２ 総合評価落札方式実施にあたっての基本事項 

（１）総合評価落札方式の対象工事と評価方式（タイプ） 

① 対象工事 

技術的工夫の余地が比較的大きい場合など、建築一式工事、電気工事、管工事及び土木

工事一式の一定規模以上の工事に原則として適用します。なお、建築一式工事等それぞれ

に対象とする工事金額は表-１のとおりです。 

また、対象工事以外の工事でも、総合評価落札方式を採用することが望ましいと判断す

る場合は適用することがあります。 

ただし、府営住宅の新築工事（※）、エレベーター棟増築工事及び改修工事については除

きます。 

（※工事金額が 12億円以上 27.2 億円未満（Ａ、ＡＡ等級の一部）の工事） 

また、対象工事であっても、競争性と品質の確保の観点から、建設市場の動向などを踏

まえ、この方式以外を適用することがあります。 

 

表-１ 総合評価落札方式適用の範囲 

建築一式工事 電気・管工事 土木一式工事 

等級 工事金額 等級 工事金額 等級 工事金額 

国際 

入札 
27.2 億円以上 

国際

入札 
27.2 億円以上 

国際

入札 
27.2 億円以上 

 

AA 

 
27.2億円未満 

８億円以上 A 
27.2億円未満 

2億円以上 

AA 
27.2億円未満 

13.5億円以上 

A 
15億円未満 

6億円以上 
A 

13.5億円未満 

3.5億円以上 
  

※総合評価落札方式を採用する工事案件にあっては、低入札価格調査制度を適用します。 
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② 評価方式（タイプ） 

公共建築室では、工事の特性等に応じて、「技術審査型」と、「技術提案型」のいずれか

を採用します。 

１）技術審査型 

技術的工夫の余地が小さい工事において、施工の確実性と価格を総合的に評価します。 

評価にあたっては、企業の施工能力、企業の信頼性・社会性、配置監理技術者の能力を

求めます。 

２）技術提案型 

技術的工夫の余地が大きい工事において、技術提案による工事品質の向上と価格を総

合的に評価します。 

評価にあたっては、企業の施工能力、企業の信頼性・社会性、配置監理技術者の能力

のほかに、特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を求めます。 

 

（２）総合評価落札方式の評価項目・評価基準・配点等 

技術審査型については、標準となる評価項目・評価基準・配点等を定めます。 

技術提案型については、当該工事の特性等により、個別に評価項目・評価基準・配点等を

定めます。 

なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令に定める工事

（国際競争入札案件）については、当該工事の特性等に応じ、個別に評価項目・評価基準・

配点等を定めます。 

 

① 技術審査型 

「技術評価点」について、入札参加資格を満たしている場合は「基礎点」として 100 点を

配点し、企業の施工能力、企業の信頼性・社会性及び配置監理技術者の能力を評価し、「加算

点」として 15 点以内で配点します（表-２を参照のこと）。 

 

② 技術提案型 

「技術評価点」について、入札参加資格を満たしている場合は「基礎点」として 100 点

を配点し、企業の施工能力、企業の信頼性・社会性及び配置監理技術者の能力に加えて、

特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を評価し、「加算点」として 30 点以内で配

点します。 

 

【技術提案の評価項目例】 

・総合的なコストの縮減に関する技術提案内容（ランニングコスト、省エネ等） 

・工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案内容 

・社会的要請への対応に関する技術提案内容（環境保持、特別な安全対策等） 
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表-２ 技術審査型の加算点（標準） 

評価項目 評 価 基 準 配点 加算点 

企
業
の
施
工
能
力 

※
１ 

工程管理 

（建築工事のみ） 

簡易な施工計画 

（工程表） 

主要な工事が記載され、施工手順、施工期間等が適切である場合 1.0 
/１.0  

不適切である場合 －５.0 

工事実績 

過去15年間の 

同種工事の工事実績 

※３ 

同種工事規模の実績あり 2.5 

/2.5 同種工事規模の80%以上で同種工事規模未満の実績あり 1.5 

同種工事規模の80%未満で参加資格工事規模以上の実績あり 0 

過去15年間の 

工事成績評定点 

※４ 

85点以上 1.0 

/１.0 

80点以上85点未満 075 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満  ※5 

65点未満  ※5 －3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001 認 証 取

得の有無（建設業に

関連するもの） 

ISO9001及びISO14001の認証取得あり 1.0 

/１.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 

※6 

登録基幹技能者 配置工種（最大３職種）×0.3点 0.9 

/１.5 1級技能士 配置工種（最大４職種）×0.15点 0.6 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

※11 ※12  

※13 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

※12 ※13 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 

※14 

担い手の確保及び定

職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

※
２ 

※
９ 

工事実績 

過去15年間の監理

（主任）技術者若し

くは現場代理人とし

て従事した工事実績  

※7 ※8 

「同種工事」規模以上の工事実績あり 2.0 

/２.0 「参加資格工事」規模以上で「同種工事」規模未満の工事実績あり 1.0 

「参加資格工事」規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の監理

技術者として従事し

た工事の工事成績評

定点 

※10 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満  ※5 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

【建築一式工事の場合】 

1級建築士かつ１級建築施工管理技士 
1.0 

/1.0 【電気工事の場合】１級電気工事施工管理技士 1.0 

【管工事の場合】 １級管工事施工管理技士 1.0 

上記の資格なし 0 

合計点 /14.0 

※ 上表は標準的な評価項目・評価基準等です。個々の工事については、各入札説明書等でご確認下さい。 
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※１ 共同企業体での申し込みの場合、企業の施工能力については、代表企業のみを加算点の評価の対象とします。 

※２ 共同企業体での申し込みの場合、配置監理技術者の能力については、代表企業が配置する監理技術者の実績を加算

点の評価対象とします。 

※３ 元請（共同企業体の構成員としての工事実績及び電気・管工事については建築元請負業者からの下請負業者として

の工事実績も可）として参加資格確認申請書提出の日までに完成・引渡しが完了した同種工事の工事実績に限りま

す。企業の工事実績の対象期間について、公共工事の実績は15年間とし、それ以外（民間工事を含む。）の実績

は10年間とします。 

※４ 工事成績評定点は、当該入札公告日の１ヶ月以前の日から起算して過去15年の間に完成検査を受けた「大阪府発

注工事（当該案件と同じ大阪府建設工事入札参加登録業種の工事に限る。）」のうち、直近の工事実績評定点を評価

します。（随意契約を除く。） 

※５ 上記（※４）の期間内で当該入札公告日から過去２ヵ年以内に 70 点未満の工事実績がある場合は、そのうち最も

低い工事成績評価点を評価します。 

「粗雑工事等を行った受注者に対する文書注意及び入札参加時の評価への反映に係る取扱い」に基づく文書注意を

受けた場合は、当該文書に記載している点数を減点したものを当該工事の成績評定点とみなします。 

※6 評価項目の適用の有無及び評価対象とする技能者の職種等は工事案件により異なります。個々の工事については、

技術審査資料作成要領をご確認ください。１級技能士の評価において、特記仕様書で配置を義務付けられている工

種は、もう一人別の者を追加配置する場合に限り、加点対象とします。また、同一人が登録基幹技能者と１級技能

士双方の資格を持っている場合は登録基幹技能者として加点します。評価した登録基幹技能者、１級技能士の資格

者が現場に配置されなかった場合は、（５）②のとおり工事成績評定点を減点します。 

※7 監理技術者等の工事実績の対象期間について、公共工事の実績は 15 年間とします。ただし、コリンズで確認でき

る実績に限ります。また、上記の期間に産前・産後・育児休業及び介護休業を取得した場合は、当該休業期間に相

当する期間を工事実績の対象期間に加えることができます。 

※8 現場代理人を評価する際は、主任技術者を配置できる場合の国家資格を有している場合に限ります。  

※9 配置監理技術者は、当該案件の契約工期の初日において他の工事に従事していないことを確認できる者に限ります。 

※10 工事成績評定点は、当該入札公告日の１ヶ月以前の日から起算して過去15年の間に完成検査を受けた「大阪府発

注工事（当該案件と同じ大阪府建設工事入札参加登録業種の工事に限る。）」のうち、直近の工事成績評定点を評価

します（随意契約を除く。）。また、上記の期間に産前・産後・育児休業及び介護休業を取得した場合は、当該休業

期間に相当する期間を工事実績の対象期間に加えることができます。 

※11 若手技術者（40 歳以下）とは、契約工期の初日において 40 歳以下である技術者をいいます。 

※12 「技術力を有する」とは、「同種工事の工事実績」「80 点以上の工事成績評定点（随意契約を除く。）」又は「監

理技術者として 10 年以上の経験」を有することをいいます。 

※13 一人の配置技術者が「若手技術者」と「女性技術者」の両方に該当する場合は、いずれかのみを加点します。 

※14 「担い手の確保」とは、元請において参加資格確認申請書の提出日までに建設キャリアアップシステム（CCUS）

の事業者登録が完了し、かつ、本工事において、現場にカードリーダー等（技能者の現場への入退場情報を処理で

きる機器（顔認証式やカードタッチ式等））を設置することをいいます。 

※15 本工事に配置する監理技術者は専任とし、建設業法第 26 条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以

下、「特例監理技術者」という。）の配置は認めません。 

※16 監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除きます。 
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（３）落札者の決定方法 

次の算定式で表される除算方式により、「総合評価点（評価値）」を計算し、点数のもっと

も高いものを落札者とします。 

「総合評価点」が同点の場合は、くじにより落札者を決定します。 

【除算方式】 

技術評価点 ＝  基礎点  ＋ 加算点 

総合評価点 ＝ 技術評価点 ÷ 入札価格（※） × 100,000,000 
  ※：予定価格内であること 

 

（４）情報の公開 

手続の透明性・公平性を確保するため、入札の評価に関する基準及び落札者の決定方法等

については､あらかじめ入札説明書等において明らかにするものとします。 

① 手続開始時 

総合評価落札方式の適用工事では､入札説明書等において以下の事項を明記するものと

します。 

1）総合評価落札方式の適用の旨 

2）入札参加要件 

3）入札の評価に関する基準 

・評価項目 

・評価基準 

・評価項目ごとの評価基準 

・評価項目ごとの最低限の要求要件 

・得点配分 

4）総合評価の方法及び落札者の決定方法 

 

② 落札者決定後 

開札結果の内容は以下の事項とします。 

1）各入札参加者名 

2）各入札参加者の入札価格 

3）各入札参加者の技術評価点 

4）各入札参加者の総合評価点 

 

（５）その他の基本事項 

① 中立かつ公正な審査 

1）総合評価落札方式の実施にあたっては、大阪府建設工事総合評価等審査会建築工事部

会に諮り、学識経験者から意見聴取します。 

２）総合評価落札方式は、電子入札により実施するものとします。また、技術提案に対す

るヒアリングは、特に必要とする場合を除き、原則行いません。 

 

② 技術提案等の担保 

採用された技術提案等については、その履行を確保するための措置や履行できなかった

場合の措置について、発注者と受注者が契約前に確認した上で、契約上取り決めます。 

受注者の責により、履行できなかった場合は、工事成績評定点を減点します。また、契

約違反として取り扱う場合があります。 

 

【採用された技術提案を履行できなかった場合の措置】 

・工事成績評定点：達成率70%未満 ：10点減点 

達成率70％～90％未満 ： ５点減点 

達成率90％～100％未満 ： 3点減点 
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契約工期の初日から工期末までの間に、評価した技術者等を配置できない場合、以下の

措置を行います。ただし、大阪府がやむを得ないと認め、評価と同等以上の技術者等を配

置できる場合を除きます。 

 

【評価と同等以上の監理技術者を配置できない場合の措置】 

・工事成績評定点：10点減点 

・都市整備部住宅建築局公共建築室発注工事への入札参加制限：3ヶ月間 

【評価と同等以上の若手技術者、女性技術者または補助者を配置できない場合の措置】 

・工事成績評定点：10点減点 

【評価と同等以上の登録基幹技能者、1級技能士を配置できない場合の措置】 

・工事成績評定点：達成率70%未満     ：10点減点 

達成率70％～90％未満 ： ５点減点 

達成率90％～100％未満 ： 3点減点 

 

また、建設キャリアアップシステムの活用を提示していながら、契約工期の初日から工

期末までの間にそれを確認できない場合、以下の措置を行います。 

【カードリーダー等の設置が確認できない場合の措置】 

・工事成績評定点：５点減点 

 

※達成率とは、履行確認項目の達成状況に対する評価点（申告点）を履行確認項目の審査

において付与された評価点（申告点）で除した率（百分率）をいう。 

 

③ 技術提案（審査）資料に関する扱い 

技術提案自体が提案者の知的財産であることから、提案内容に関する事項を他の事業者

にみられないようにする、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することの

ないようにする等、その取り扱いに留意します。 

 

（６）実施フロー（技術審査型） 

総合評価落札方式の実施にあたっては、事前に契約局と調整します。 

なお、標準的な実施フローは、表-３のとおりです。 

 

（７）適用日 

この取組方針は、令和７年４月１日以降に公告する工事から適用します。 
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表-３ 【技術審査型】の標準的な実施フロー  

 

対象工事の選定、タイプの選定、評価項目・
配点等案、入札説明書案作成 

 

総合評価の審査 

  大阪府建設工事 
総合評価等審査会 
建築工事部会 

契約局競争入札審査会 

 

公   告 

 

入札説明書・設計図書ダウンロード 

 

入札説明書質問・回答 

 

入札参加資格申請受付 

 

入札参加資格有無の通知 

 

設計図書質問・回答 

 

技術審査資料受付 

 

  
総合評価の審査 

 

 

入  札 

 

  

開札・予定価格等公開及び 
予定価格等に対する質問・回答 

 

参加資格確認 

   低入札調査（調査が必要な場合） 

契約局競争入札審査会部会 

 

落札者決定／開札結果公表 

 

 技術評価点等の質問・回答 

 

契 約 （議会案件は仮契約） 

入札まで 

約 30日 

(見積期間 

15日) 

落札候補者決定 

落札者決定

まで 

10～15日 

(低入調査含

む） 

大阪府建設工事 
総合評価等審査会 

  建築工事部会 ※ 

開札まで 

1～２日 

※学識経験者から意見を聴く 

必要がある場合 候補者決定

まで約７日 
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【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（建築工事・一般）（建築工事・住宅） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工程管理 
簡易な施工計画 

（工程表） 

主要な工事が記載され、施工手順、施工期間等が適切である 1.0 
/１.0 

施工手順、施工計画が不適切 －５.0 

工事実績 

過去15年間の 

同種工事の工事実績 

「同種工事○Ａ」以上の実績あり 2.5 

/2.5 
「同種工事○Ｂ」規模以上で 

「同種工事○Ａ」規模未満の実績あり 
1.5 

「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ｂ」の未満での実績あり 
0 

過去15年間の 

「大阪府発注工事」の工

事成績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 075 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･環境 

マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001認証取得の

有無（建設業に関連する

もの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 

登録基幹技能者 配置工種（最大３職種）×0.3点 0.9 

/１.5 1級技能士 配置工種（最大４職種）×0.15点 0.6 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし ０ 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし ０ 

担い手の確保 
担い手の確保及び定職

率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理（主

任）技術者若しくは現場

代理人として従事した

工事実績 

「同種工事○Ａ」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 

「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ａ」規模未満の工事実績あり 
1.0 

「参加資格工事」規模未満の工事実績 

又は工事実績なし 
0 

過去15年間の監理技術

者として従事した「大阪

府発注工事」の工事成績

評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

１級建築士かつ１級建築施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /114.0 

※「同種工事○Ａ」とは、同種工事規模以上を示す。 

※「同種工事○Ｂ」とは、同種工事規模 80%以上を示す。 
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【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（撤去工事（階上解体）） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 
加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工程管理 
簡易な施工計画 

（工程表） 

主要な工事が記載され、施工手順、施工期間等が適切である 1.0 
/１.0 

施工手順、施工計画が不適切 -５.0 

工事実績 

過去15年間の同種工

事の工事実績 

「同種工事○Ａ」以上の実績あり 2.5 

/2.5 

「同種工事○Ｂ」規模以上で 

「同種工事○Ａ」規模未満の実績あり 
1.5 

「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ｂ」の未満での実績あり 
0 

過去15年間の「大阪府

発注工事」の工事成績

評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 075 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 -3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001認証取得

の有無（建設業に関連

するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 

登録基幹技能者 配置工種（鳶・土工） 0.3 

/0.5 1級技能士 配置工種（とび） 0.2 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし ０ 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし ０ 

担い手の確保 
担い手の確保及び定職

率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理（主

任）技術者若しくは現

場代理人として従事し

た工事実績 

「同種工事○Ａ」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 
「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ａ」規模未満の工事実績あり 
1.0 

「参加資格工事」規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の監理技

術者として従事した

「大阪府発注工事」の

工事成績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 0.75 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

１級建築士かつ１級建築施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /113.0 

※「同種工事○Ａ」とは、対象建築物と同じ階数のものを示す。 
※「同種工事○Ｂ」とは、対象建築物の階数と参加資格工事の中間階数とする。（端数切り上げ） 
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【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（電気工事・一般） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工事

実績 

延べ面積 

「同種工事○Ａ」以上の実績あり 1.7 

/2.5 

「同種工事○Ｂ」規模以上で「同種工事○Ａ」規模未満の実績あり 1.0 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事○Ｂ」の未満での実績あり 0 

受変電 

設備容量 

「同種工事○Ａ」以上の実績あり 0.8 

「同種工事○Ｂ」規模以上で「同種工事○Ａ」規模未満の実績あり 0.5 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事○Ｂ」の未満での実績あり 0 

過去15年間の 

「大阪府発注工事」の工事成績評定

点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 075 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001認証取得

の有無（建設業に関連

するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 
登録基幹技能者 配置工種（電気工事） 0.5 

/0.5 
資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 
担い手の確保及び定

職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理

（主任）技術者若しく

は現場代理人として

従事した工事実績 

「同種工事○Ｃ」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 
「同種工事○Ｄ」規模以上で 

「同種工事○Ｃ」規模未満の工事実績あり 
1.0 

「同種工事○Ｄ」規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の監理技

術者として従事した

「大阪府発注工事」の

工事成績評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の保有す

る資格 

１級電気工事施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /112.0 

※「同種工事○Ａ」とは、同種工事規模以上を示す。 
※「同種工事○Ｂ」とは、同種工事規模 80%以上を示す。 

※「同種工事○Ｃ」とは、同種工事規模 70%以上を示す。 
※「同種工事○Ｄ」とは、同種工事規模 40%以上を示す。 
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【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（管工事・一般） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工事実績 

「同種工事○Ａ」以上の実績あり 2.5 

/2.5 「同種工事○Ｂ」規模以上で「同種工事○Ａ」規模未満の実績あり 1.5 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事○Ｂ」の未満での実績あり 0 

過去15年間の「大阪

府発注工事」の工事

成績評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 075 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･環境 

マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001 認証 取

得の有無（建設業に

関連するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 
登録基幹技能者 配置工種（配管） 0.5 

/0.5 
資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 
担い手の確保及び定

職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理

（主任）技術者若し

くは現場代理人とし

て従事した工事実績 

「同種工事○Ｃ」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 

「同種工事○Ｄ」規模以上で 

「同種工事○Ｃ」規模未満の工事実績あり 
1.0 

「同種工事○Ｄ」規模未満の工事実績 

又は工事実績なし 
0 

過去15年間の監理

技術者として従事し

た「大阪府発注工事」

の工事成績評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

１級管工事施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /112.0 

※「同種工事○Ａ」とは、同種工事規模以上を示す。 
※「同種工事○Ｂ」とは、同種工事規模 80%以上を示す。 

※「同種工事○Ｃ」とは、同種工事規模 70%以上を示す。 
※「同種工事○Ｄ」とは、同種工事規模 40%以上を示す。 
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【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（電気工事・住宅）（管工事・住宅） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工事実績 

「同種工事○Ａ」規模以上の工事実績あり 2.5 

/2.5 
「同種工事○Ｂ」以上で「同種工事○Ａ」規模未満の工事実績あり 1.5 

「同種工事○Ｃ」規模以上で「同種工事規模○Ｂ」の工事実績あり 0.75 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事規模○Ｃ」未満の工事実績あり 0 

過去15年間の「大阪

府発注工事」の工事成

績評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 075 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001認証取得

の有無（建設業に関連

するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 
登録基幹技能者 

【電気工事の場合】配置工種（電気工事） 0.5 

/0.5 【管工事の場合】 配置工種（配管） 0.5 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 
担い手の確保及び定

職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の 

監理（主任）技術者若

しくは現場代理人と

して従事した工事実

績 

「同種工事○Ｃ」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 
「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ｃ」規模未満の工事実績あり 
1.0 

「参加資格工事」規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の 

監理技術者として従

事した「大阪府発注工

事」の工事成績評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

【電気工事の場合】１級電気工事施工管理技士 1.0 

/1.0 【管工事の場合】 １級管工事施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

合計点 /112.0 

※「同種工事○Ａ」とは、同種工事規模以上を示す。 
※「同種工事○Ｂ」とは、同種工事規模 80%以上を示す。 

※「同種工事○Ｃ」とは、同種工事規模 60%以上を示す。 
 


